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豊 田 市 に お け る N P O 法 人 等 に よ る ボ ラ ン テ ィ ア 
輸 送 と し て の 福 祉 有 償 運 送 の 必 要 性 に つ い て 

１ 豊田市におけるＮＰＯ法人等によるボランティア輸送としての福祉有償運送の必要性に

ついて 

豊田市においては、次に示す理由から、現状の公共交通機関によっては、単独ではタクシ

ー等の公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に係る十分な輸送サービスが確保

できていないと認められます。 

したがって、豊田市においては、ＮＰＯ法人等によるボランティア輸送としての福祉有償

運送が必要性です。 

 

２ 十分な輸送サービスが確保できていないと認める理由 

（１） 豊田市内における現況移送サービスの不足 

豊田市内において道路運送法の許可に基づき移動制約者の移送を行っている車両の移

送能力が、移動制約者の移動需要量と比較して不足している。 

（詳細は第１回 豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会 資料参照） 

① 豊田市における移動制約者の人数の予測 

介護保険 要支援者・要介護認定者の中の移動制約者数 １,５４５人 

障害者等の中の移動制約者数 １,６５９人 

合  計 ３,２０４人 

② 移動制約者の移送に必要な車両の種別の予測 

福祉車両 １,５９９人 

セダン型車両 １,６０５人 

合  計 ３,２０４人 

③ 豊田市内で道路運送法の許可に基づき移動制約者の移送を行っている車両 

の現況 

福祉車両 ２７台 

セダン型車両 １８台 

合  計 ４５台 

④ 現況の車両の移送能力と移動制約者の移動需要量との差(不足車両数) 

車 両
種 別 

現 況 車 両 の 
移 送 能 力 ( 月 ) 

移動困難者の

移動需要量(月) 不 足 量 ( 月 ) 不足台数 

福 祉
車 両 ４,０５０回 ７,９９５回 ３,９４５回 ２７台 

セダン

型車両 ３,７８０回 ８,０２５回 ４,２４５回 ２１台 

合 計 ７,８３０回 １６,０２０回 ８,１９０回 ４８台 
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（２） 豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会における意見の集約 

平成１７年１０月１２日に第１回 豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会を公開

で開催し、豊田市におけるＮＰＯ法人等によるボランティア輸送としての福祉及び過疎

地有償運送の必要性について意見集約を行った。 

同協議会において、福祉有償運送の必要性に対する反対意見は無かった。 

 

（３） 第１回 豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会 資料及び議事録に対する意見 

同運営協議会の資料及び議事録を１０月１９日から豊田市ホームページにて公開し、

平成１７年１１月１０日までに、書面にて３件の意見提出があったが、福祉有償運送の

必要性に対する反対意見は無かった。 

 

３ 今後の進め方 

（１） 豊田市福祉有償運送ガイドラインの作成（平成１７年１１月） 

平成１７年１１月２１日に開催される第２回 豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協

議会での協議を経て、豊田市の福祉有償運送に関するガイドライン(案)を作成する。 

 

（２） 福祉有償運送を依頼するＮＰＯ法人等の公募（平成１７年１２月～平成１８年１月） 

豊田市福祉有償運送ガイドラインに基づき、豊田市において不足している移動困難者

の移送需要に対応するために、豊田市から福祉有償運送を依頼するＮＰＯ法人等を公募

し、提出された申請内容を審査する。 

 

（３） 豊田市からＮＰＯ法人等に対し福祉有償運送の実施依頼（平成１８年２月） 

豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会における協議が整ったＮＰＯ法人等に対し、

豊田市から福祉有償運送の実施について書面にて依頼する。 

 

（４） ＮＰＯ法人等による自家用自動車有償運送事業許可申請（平成１８年３月） 

豊田市から福祉有償運送の実施について依頼されたＮＰＯ法人等は、国土交通省に対

し自家用自動車有償運送事業の許可申請を行う。 

 

（５） ＮＰＯ法人等による福祉有償運送の実施（平成１８年４月予定） 

国土交通省から自家用自動車有償運送事業の許可を受けたＮＰＯ法人等による福祉有

償運送が開始される。 

 

（６） ＮＰＯ法人等による福祉有償運送の更新（平成２０年３月予定） 

豊田市は、豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会を開催し、福祉有償運送を実施

しているＮＰＯ法人等の更新申請について協議するとともに、移動困難者の現況につい

て調査・報告し、必要があれば新たにＮＰＯ法人等を公募する。 

資 料 ２


